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参考資料
「親学プログラム２」を実施される場合の参考資料です。

【参考資料１】「３−④　ネットいじめから子どもを守る [ 中心のワーク①で伝える事例 ]」
（出典　『「ネットいじめ」に関する対応マニュアル・事例集（学校・教員向け）』文部科学省平成 20 年 11 月）

　　　　　　 「３－④　ネットいじめから子どもを守る」の中心のワーク①で伝える事例について、
企画実施者（主催者）や市町村教育委員会との打合せでの参考資料として活用してくだ
さい。

【参考資料２】「いじめ・児童虐待等に関する主な相談窓口一覧」（資料提供　県健康福祉部青少年家庭課）

　　　　　　 参加者から、いじめや児童虐待にかかわる相談等がありましたら、相談窓口の紹介とし
て活用してください。

【参考資料３】「電話の中の子どもたち」（資料提供　ＮＰＯ法人　チャイルドラインしまね）

　　　　　　 主に「３　いじめ予防にかかわるプログラム」を実施される際に、事前に目を通したり、
プログラムの「おわりに」で読まれたりして、活用してください。

【参考資料４】「特集　いじめを考える」（出典　島根県人権啓発推進センター広報誌『りっぷる』第 16 号）

【参考資料５】「お子様が安全に安心してインターネットを利用するために保護者ができること」
（内閣府・総務省・経済産業省・内閣官房 IT 総合戦略室・警察庁・消費者庁・法務省・文部科学省・厚生労働省）

【参考資料６】「親の見守りは、最強のフィルタリングです。- 親だからできること !!-」
（島根県・島根県教育委員会・島根県警察本部・青少年育成島根県民会議）

【参考資料７】「虐待かと思ったら、189 番へ」　　（厚生労働省）

　　　　　　 【参考資料４～７】は、国・県や関係機関から発行されているリーフレット・資料です。
参加者への情報提供等として、必要に応じて、活用してください。

【各資料の取扱いについて】
　各資料は、プログラム実施の際に必ず活用するというものではありません。ファシリテーター
や企画実施者からの情報提供の一つとして、必要に応じて、活用してください。
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３−④　「ネットいじめから子どもを守る」［中心のワーク①で伝える事例］

　『「ネット上のいじめ」の類型』として文部科学省『「ネット上のいじめ」に関する対応マニュアル・
事例集（学校・教員向け）』に紹介されているものです。企画実施者 ( 主催者 ) や市町村教育委員会
等との実施前の打合せで、中心のワーク①で伝える事例の参考として活用してください。

「ネット上のいじめ」の類型 
　「ネット上のいじめ」には様々なものがありますが、手段や内容に着目して、次のとおり類型
化できます。実際の「ネット上のいじめ」は、これらに分類したそれぞれの要素を複合的に含ん
でいる場合も多くあります。 

① 掲示板・ブログ・プロフでの「ネット上のいじめ」 

　ⅰ）掲示板・ブログ・プロフへの誹謗・中傷の書き込み 
　　 　インターネット上の掲示板やブログ（ウェブログ）、プロフ（プロフィールサイト）に、

特定の子どもの誹謗・中傷を書き込み、いじめにつながっている場合もあります。 

　ⅱ）掲示板・ブログ・プロフへ個人情報を無断で掲載 
　　 　掲示板やブログ、プロフに、本人に無断で、実名や個人が特定できる表現を用いて、電話

番号や写真等の個人情報が掲載され、そのために、迷惑メールが届くようになったり、個人
情報に加えて、容姿や性格等を誹謗・中傷する書き込みをされ、クラス全体から無視される
などのいじめにつながったりしたケースがあります。 

　ⅲ）特定の子どもになりすましてインターネット上で活動を行う 
　　 　特定の子どもになりすまして、無断でプロフなどを作成し、その特定の子どもの電話番号

やメールアドレスなどの個人情報を掲載した上、「暇だから電話して」などと書き込みをし
たことにより、個人情報を掲載された児童生徒に、他人から電話がかかってくるなどの被害
があります。 

　【参考】掲示板・ブログ・プロフとは 
　　（電子）掲示板・・・ 参加者が自由に文章等を投稿することで、コミュニケーションを行う

ことができるウェブサイトのこと。掲示板の管理者がテーマ等を設定
し、その内容に沿った書き込みをする。 

　　ブログ・・・・・・ 「ウェブログ」の略。個人や数人のグループで管理運営され、日記のよ
うに更新されるウェブサイト。携帯電話等を使用して　更新するブログ
は「モブログ」と呼ばれている。 

　　プロフ・・・・・・ 「プロフィールサイト」の略で、パソコンや携帯電話からインターネッ
トを利用して、自己紹介サイトを作成することができる。事業者（プロ
バイダ）が行っている無料のプロフィール作成用サービスを利用すれば、
小中学生でも簡単に作成することができる。不特定多数の者が見たり書
き込んだりすることができる。 



② メールでの「ネット上のいじめ」 
　ⅰ）メールで特定の子どもに対して誹謗・中傷を行う 
　　 　誹謗・中傷のメールを繰り返し特定の子どもに送信するなどして、いじめを行ったケース

があります。インターネット上から、無料で複数のメールアドレスを取得できるため（サブ
アドレス）、いじめられている子どもには、誰からメールを送信されているのか判らないこ
ともあります。 

　ⅱ）「チェーンメール」で悪口や誹謗・中傷の内容を送信する 
　　 　特定の子どもを誹謗・中傷する内容のメールを作成し、「複数の人物に対して送信するよ

うに促すメール（チェーンメール）」を、同一学校の複数の生徒に送信することで、当該生
徒への誹謗・中傷が学校全体に広まったケースがあります。 

　ⅲ）「なりすましメール」で誹謗・中傷などを行う。 
　　 　第三者になりすまして送られてくるメールのことを、「なりすましメール」と呼んでいます。

なりすましメールは、子どもたちでも簡単に送信することができます。クラスの多くの子ど
もになりすまして、「死ね、キモイ」などのメールを特定の子どもに何十通も送信した事例
などもあります。 

『「ネット上のいじめ」に関する対応マニュアル・事例集（学校・教員向け）』文部科学省　平成 20 年 11 月
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いじめ・児童虐待等に関する主な相談窓口一覧
平成 27 年 7 月 1 日現在

●市町村
子育てに関する相談窓口（児童虐待相談も受け付けます）

松江市 家庭相談室 0852-55-5484

概ね月～金
（祝日、年末年始を除く）

8：30 ～ 17：00

浜田市 子育て支援課 0855-25-9331
出雲市 子育て支援課 0853-21-6604
益田市 子育てあんしん相談室 0120-71-7867
大田市 子育て支援課 0854-82-1600
安来市 子ども未来課（子育て支援センター） 0854-23-3209

江津市
子育て支援課 0855-52-2501

子育てサポートセンター 0855-52-0569
雲南市 子育て相談室 0854-40-1046

奥出雲町 子育て支援課 0854-52-2206
飯南町 保健福祉課 0854-72-1770
川本町 健康福祉課 0855-72-0633
美郷町 健康福祉課 0855-75-1932
邑南町 福祉課 0855-95-1115

津和野町 健康福祉課 0856-72-0673
吉賀町 保健福祉課 0856-77-1165
海士町 健康福祉課 08514-2-1823

西ノ島町 健康福祉課 08514-6-0104
知夫村 村民福祉課 08514-8-2211

隠岐の島町 福祉課 08512-2-8577

●県機関等
子育てに関する電話相談

子どもと家庭電話相談室 0120-258-641 祝日、年末年始を除く毎日　9：00 ～ 21：30

子育てに関する相談窓口（児童虐待相談も受け付けます）    
中央児童相談所 0852-21-3168

月～金
（祝日・休日、年末年始を除く）

8：30 ～ 17：15

中央児童相談所隠岐相談室 08512-2-9810
出雲児童相談所 0853-21-0007
浜田児童相談所 0855-28-3560
益田児童相談所 0856-22-0083

児童相談所全国共通ダイヤル〈虐待かも、と思ったらいちはやく〉
お近くの児童相談所 189（いちはやく） 毎日　２４時間

子どもや保護者の悩みや困りごと       
ヤングテレフォン／けいさつ・いじめ 110 番 0120-786-719 専門相談員の受付時間は、月～金 /8:30 ～ 17:15

みこぴーヤングメール 島根県警察のホームページか
らアクセスしてください。

メール受信の確認は、月～金曜日（祝日を除く）
の 8：30 ～ 17：15

乳幼児の子育てに関する悩み       
育児電話相談＜松江赤十字乳児院＞ 0852-24-6418 月～金／ 9：00 ～ 16：30

いじめ・不登校・子育てなどの悩み

いじめ相談テレフォン＜島根県教育委員会＞ 0120-874-371
0120-779-110

月～金 /9：00 ～ 19：00
土・日・祝日 /10：00 ～ 17：00

いじめ、体罰など
子どもの人権 110 番

< 松江地方法務局島根県人権擁護委員連合会 > 0120-007-110 月～金 /8：30 ～ 17：15

子ども専用電話＜子どもだけがかけられる電話＞
こどもほっとライン　もしもしにゃんこ 0120-225-044 毎週日曜日　14：00 ～ 18：00

チャイルドライン 0120-99-7777 毎日　16：00 ～ 21：00
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電話の中の子どもたち
※ 2013・2014 年度に中四国エリアのチャイルドラインに寄せられた子どもたちの声の一部（いじ
めに関するものを抜粋）です。

＊いじめられている        

●
仲間はずれにされている。急にみんな冷たくなり、一番仲が良かった子まで私を避けるように
なった。こそこそ話されつらい。

●
いじめられている。相手は 5 人グループ。悪口を言われたり、トイレで水をかけられたりする
が、だれにも相談できない。

●
男子に悪口を言われている。悪口を言っているのは、クラスの 1/3 くらい。やめてといっても
無視される。

● クラスメートにからかわれている。ずっといじめられていて、だれも友だちになってくれない。

●
いじめられている。授業中はメモを回してクスクス笑う。休み時間は聞き取れない声でひそひ
そ話して、私を見る。

●
部活で同級生とも先輩後輩ともうまくいかなくなって、ずっと仲間はずれにされている。定期
試験が始まるのに、勉強する元気がない。

＊友だちがいじめられている

● 友だちがいじめられている。悪口を言われ続けて、リストカットするようになった。

● 友だちがいじめられている。どうにかしてあげたいけど、私と口をきかなくなってしまった。

＊友達をいじめてしまった

●
友だちをいじめるよう言われ、逆らえず、いじめてしまった。その子には、後であやまった。
先生に相談するのは、無理。

●
いじめのニュースを見ていて心配になって、ずっと気になっている。友だちを殴ったことがあ
る。人が嫌がることをしたこともある。

※個人情報保護のため、再構成しています。

※ チャイルドラインは、子どもの声を受け止める電話です。日本で最初に開設されたのは、１９９８年に「いじ
めよとまれ！」で開設された、せたがやチャイルドラインでした。２０１５年３月１日現在、全国４１都道府
県に７２のチャイルドラインがあり、年間約２０万件の電話を受けています。
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